
S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
別
添

1 
R0
 

Ⅵ-1-1-5-別添 1 技術基準要求機器リスト 

島根原子力発電所第２号機 審査資料 

資料番号 NS2-添 1-022改03 

提出年月日 

2023 年 4 月 

中国電力株式会社 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

2023 年 4 月 21 日 



 

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
別
添

1 
R0
 

   

目次 

 

1. 概要  ··································································  1 

2. 技術基準要求機器リスト  ················································  2 

 



 

1 

 

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
別
添

1 
R0
 

   

1. 概要 

本資料は，基本設計方針にのみ記載する設備に対し，機能及び性能を明確に記載する必

要がある設備を選定し，作成した「技術基準要求機器リスト」について説明するものであ

る。 

また，「技術基準要求機器リスト」にて選定された設備については，その根拠を別添2 

の「設定根拠に関する説明書（別添）」又は「個別の説明書」にて仕様設定根拠を説明す

る。 
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2. 技術基準要求機器リスト 

申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

施設共通 

（竜巻） 

取水槽海

水ポンプ

エリア防

護対策設

備（竜巻

防護ネッ

ト，竜巻

防護鋼板

及び架構

により構

成する。） 

防護措置として設置する竜巻防護対策

設備としては，竜巻防護ネット（硬鋼線

材（線径φ 4mm，網目寸法 40mm），鋼製

枠及び架構により構成），竜巻防護鋼板

（炭素鋼（板厚 20mm 以上）及び架構又

は特殊鋼板（板厚 mm以上）及び架構

により構成）及び鋼製扉（炭素鋼（板厚

24mm 以上））を設置し，内包する外部事

象防護対象施設の機能を損なわないよ

う，外部事象防護対象施設の機喪失に

至る可能性のある飛来物が外部事象防

護対象施設に衝突することを防止する

設計とする。 

竜巻防護対策設備は，地震時において

外部事象防護対象施設に波及的影響を

及ぼさない設計とする。 

材料 

線径 

網目寸法 

厚さ 

発電用原子 

炉施設の自 

然現象等に 

よる損傷の 

防止に関す 

る説明書 

施設共通 

（竜巻） 

取水槽循

環水ポン

プエリア

防護対策

設備（竜

巻防護鋼

板及び架

構により

構 成 す

る。） 

同上 材料 

厚さ 

発電用原子 

炉施設の自 

然現象等に 

よる損傷の 

防止に関す 

る説明書 

施設共通 

（竜巻） 

燃料移送

ポンプエ

リア防護

対策設備

（竜巻防

護鋼板及

同上 材料 

厚さ 

発電用原子 

炉施設の自 

然現象等に 

よる損傷の 

防止に関す 

る説明書 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

び架構に

より構成

する。） 

施設共通 

（竜巻） 

建物開口

部防護対

策 設 備

（竜巻防

護 ネ ッ

ト，竜巻

防 護 鋼

板，架構

及び鋼製

扉により

構 成 す

る。） 

同上 材料 

線径 

網目寸法 

厚さ 

発電用原子 

炉施設の自 

然現象等に 

よる損傷の 

防止に関す 

る説明書 

施設共通 

（火山） 

取水槽循

環水ポン

プエリア

防護対策

設備 

外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設に影響を及ぼす可能性のあ

る施設のうち，屋外に設置している施

設及び外部事象防護対象施設を内包す

る施設並びに防護措置として設置する

火山防護対策設備については，降下火

砕物が堆積しやすい構造を有する場合

には荷重による影響を考慮する。 

これらの施設については，降下火砕物

を除去することにより，降下火砕物に

よる荷重並びに火山と組み合わせる積

雪及び風（台風）の荷重を短期的な荷重

として考慮し，機能を損なうおそれが

ないよう構造健全性を維持する設計と

する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設に影響を及ぼす可能性のあ

る施設のうち，屋外に設置している施

－ 発電用原子 

炉施設の自 

然現象等に 

よる損傷の 

防止に関す 

る説明書 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

設及び外部事象防護対象施設を内包す

る施設並びに防護措置として設置する

火山防護対策設備については，降下火

砕物に対し，機能を損なうおそれがな

いよう，耐食性のある材料の使用又は

塗装を実施することにより，降下火砕

物による短期的な腐食が発生しない設

計とする。 

施設共通 

（火山） 

ディーゼ

ル燃料移

送ポンプ

防護対策

設備 

同上 － 発電用原子 

炉施設の自 

然現象等に 

よる損傷の 

防止に関す 

る説明書 

施設共通 

（アクセ 

スルー 

ト） 

ホイール

ローダ 

屋外アクセスルートに対する地震によ

る影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜

面の崩壊及び道路面のすべり），その

他自然現象による影響（風（台風）及

び竜巻による飛来物，積雪並びに火山

の影響）を想定し，複数のアクセスル

ートの中から状況を確認し，早期に復

旧可能なアクセスルートを確保するた

め，障害物を除去可能なホイールロー

ダを2台（予備1台）保管，使用する。 

台数 安全設備及 

び重大事故 

等対処設備 

が使用され 

る条件の下 

における健 

全性に関す 

る説明書 

施設共通 

（地震）

（その他

発電用原

子炉の附

属 施 設

（浸水防

護施設）

と兼用） 

地下水位

低下設備 

防波壁の設置及び地盤改良を実施し

たことにより地下水の流れが遮断され

地下水位が上昇するおそれがあること

を踏まえ，地下水位を一定の範囲に保

持する地下水位低下設備を設置する。

地下水位低下設備は，揚水井戸（個数 1）

及び多重化した揚水系統（揚水ポンプ

（容量 216m3/h/個，揚程 35m，原動機出

力 37kW，個数 2/系統），水位計（個数

容量 

揚程 

原動機出

力 

個数 

検出範囲 

地下水位低

下設備の設

計方針 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

1/系統，計測範囲 EL-21.6m～ EL-

11.6m），配管等）で構成する。 

核燃料物 

質の取扱 

施設及び 

貯蔵施設 

サイフォ

ンブレイ

ク配管 

燃料プールに接続する配管の破損等

により，燃料プール冷却系戻り配管か

らサイフォン現象による水の漏えいが

発生した場合に，原子炉建物原子炉棟

（二次格納施設）4階における線量率が

放射線被ばくを管理する上で定めた線

量率を満足できるよう，漏えいの継続

を防止し，燃料体等からの放射線の遮

蔽に必要となる水位を維持するため，

燃料プール冷却系戻り配管の逆止弁に

サイフォンブレイク配管を設ける設計

とする。 

― 

使用済燃料 

貯蔵槽の水 

深の遮蔽能 

力に関する 

説明書 

核燃料物 

質の取扱 

施設及び 

貯蔵施設 

燃料プー

ル監視カ

メラ（Ｓ

Ａ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（個数

1）は，想定される重大事故等時におい

て赤外線機能により燃料プールの状態

を監視できる設計とする。 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータは，炉心損

傷防止対策及び格納容器破損防止対策

等を成功させるために必要な発電用原

子炉施設の状態を把握するためのパラ

メータとし，計測する装置は「表 1 核

燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主

要設備リスト」の「使用済燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏

えいを監視する装置」に示す重大事故

等対処設備の他，燃料プール監視カメ

ラ（ＳＡ）（個数 1）とする。 

個数 使用済燃料 

貯蔵槽の温 

度，水位及 

び漏えいを 

監視する装 

置の構成に 

関する説明 

書並びに計 

測範囲及び 

警報動作範 

囲に関する 

説明書 

核燃料物 

質の取扱 

施設及び 

燃料プー

ル監視カ

メラ用冷

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐環

境性向上のため，燃料プール監視カメ

ラ用冷却設備（個数 1，容量 330ℓ/min

個数 

容量 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

貯蔵施設 却設備 以上）を設ける設計とする。 

 

計測制御

系統施設 

格納容器

ガスサン

プリング

装置（格

納容器水

素 濃 度

（ＳＡ）

及び格納

容器酸素

濃度（Ｓ

Ａ）） 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容

器酸素濃度（ＳＡ）は，格納容器ガスサ

ンプリング装置（格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ））（圧

縮機（個数1，吐出圧力0.86MPa以上，容

量12.4ℓ/min以上），冷却器（個数1，容

量15.4kJ/h以上），窒素ボンベ（個数2

（予備2）））により原子炉格納容器内の

雰囲気ガスを原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内へ導き，検出器で測定す

ることで，原子炉格納容器内の水素濃

度及び酸素濃度を中央制御室（「１，２

号機共用」（以下同じ。））より監視でき

る設計とする。 

個数 

吐出圧力 

容量 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

計測制御

系統施設 

格納容器

ガスサン

プリング

装置（格

納容器水

素 濃 度

（Ｂ系）

及び格納

容器酸素

濃度（Ｂ

系）） 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容

器酸素濃度（Ｂ系）は，格納容器ガスサ

ンプリング装置（格納容器水素濃度（Ｂ

系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系））（サ

ンプリングポンプ（個数1，吐出圧力

0.66MPa以上，容量1ℓ/min/個以上），冷

却器（個数2，伝熱面積0.22m2/個以上））

により原子炉格納容器内の雰囲気ガス

を原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）

内へ導き，検出器で測定することで，原

子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃

度を中央制御室より監視できる設計と

する。 

個数 

吐出圧力 

容量 

伝熱面積 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

計測制御

系統施設 

第１ベン

トフィル

タ出口水

素濃度 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータは，炉心損

傷防止対策及び格納容器破損防止対策

等を成功させるために必要な発電用原

個数 

計測範囲 

計測装置の 

構成に関す 

る説明書並 

びに計測範 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

子炉施設の状態を把握するためのパラ

メータとし，計測する装置は「表 1 計

測制御系統施設の主要設備リスト」の

「計測装置」に示す重大事故等対処設

備の他，原子炉圧力容器温度（ＳＡ）（個

数 2，計測範囲 0～500℃），スクラバ容

器水位（個数 8，計測範囲 mm），

スクラバ容器圧力（個数 4，計測範囲 0

～1MPa），スクラバ容器温度（個数 4，

計測範囲 0～300℃），第１ベントフィル

タ出口水素濃度（個数 1(予備 1)，計測

範囲 0～20vol％/0～100vol％），残留熱

除去系熱交換器冷却水流量（個数 2，計

測範囲 0～1500m3/h），低圧原子炉代替

注水ポンプ出口圧力（個数 2，計測範囲

0～4MPa），原子炉隔離時冷却ポンプ出

口圧力（個数 1，計測範囲 0～10MPa），

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力（個

数 1，計測範囲 0～12MPa），残留熱代替

除去ポンプ出口圧力（個数 2，計測範囲

0～3MPa），静的触媒式水素処理装置入

口温度（個数 2，計測範囲 0～100℃），

静的触媒式水素処理装置出口温度（個

数 2，計測範囲 0～400℃）とする。 

格納容器フィルタベント系の排出経

路における水素濃度を測定し，監視で

きるよう，第 1 ベントフィルタ出口配

管に第 1 ベントフィルタ出口水素濃度

（個数 1（予備 1），計測範囲 0～20vol％

/0～100vol％）を設ける設計とする。 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 

計測制御

系統施設 

スクラバ

容器水位 

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷

防止対策及び格納容器破損防止対策等

個数 

計測範囲 

計測装置の 

構成に関す 

る説明書並 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

を成功させるために必要な発電用原子

炉施設の状態を把握するためのパラメ

ータとし，計測する装置は「表1 計測

制御系統施設の主要設備リスト」の「計

測装置」に示す重大事故等対処設備の

他，原子炉圧力容器温度（ＳＡ）（個数

2，計測範囲0～500℃），スクラバ容器水

位（個数8，計測範囲 mm），スク

ラバ容器圧力（個数4，計測範囲0～

1MPa），スクラバ容器温度（個数4，計測

範囲0～300℃），第１ベントフィルタ出

口水素濃度（個数1(予備1)，計測範囲0

～20vol％/0～100vol％），残留熱除去

系熱交換器冷却水流量（個数2，計測範

囲0～1500m3/h），低圧原子炉代替注水ポ

ンプ出口圧力（個数2，計測範囲0～

4MPa），原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧

力（個数1，計測範囲0～10MPa），高圧炉

心スプレイポンプ出口圧力（個数1，計

測範囲0～12MPa），残留熱代替除去ポン

プ出口圧力（個数2，計測範囲0～3MPa），

静的触媒式水素処理装置入口温度（個

数2，計測範囲0～100℃），静的触媒式水

素処理装置出口温度（個数2，計測範囲

0～400℃）とする。 

びに計測範 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 

計測制御

系統施設 

スクラバ

容器圧力 

同上 

 

個数 

計測範囲 

計測装置の 

構成に関す 

る説明書並 

びに計測範 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

計測制御

系統施設 

スクラバ

容器温度 

同上 個数 

計測範囲 

計測装置の 

構成に関す 

る説明書並 

びに計測範 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 

計測制御

系統施設 

残留熱除

去系熱交

換器冷却

水流量 

同上 個数 

計測範囲 

計測装置の 

構成に関す 

る説明書並 

びに計測範 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 

計測制御

系統施設 

低圧原子

炉代替注

水ポンプ

出口圧力 

同上 個数 

計測範囲 

計測装置の 

構成に関す 

る説明書並 

びに計測範 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 

 

計測制御

系統施設 

原子炉隔

離時冷却

ポンプ出

口圧力 

同上 個数 

計測範囲 

計測装置の 

構成に関す 

る説明書並 

びに計測範 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 
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S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
別
添

1 
R0
 

   

申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

計測制御

系統施設 

高圧炉心

スプレイ

ポンプ出

口圧力 

同上 個数 

計測範囲 

計測装置の 

構成に関す 

る説明書並 

びに計測範 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 

計測制御

系統施設 

残留熱代

替除去ポ

ンプ出口

圧力 

同上 個数 

計測範囲 

計測装置の 

構成に関す 

る説明書並 

びに計測範 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 

計測制御

系統施設 

原子炉圧

力容器温

度（ＳＡ） 

同上 個数 

計測範囲 

計測装置の 

構成に関す 

る説明書並 

びに計測範 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 

 

計測制御

系統施設 

静的触媒

式水素処

理装置入

口温度 

静的触媒式水素処理装置入口温度

（個数 2，計測範囲 0～100℃，検出器

種類 熱電対）及び静的触媒式水素処理

装置出口温度（個数 2，計測範囲 0～

400℃，検出器種類 熱電対）は，静的触

媒式水素処理装置の入口側及び出口側

の温度により静的触媒式水素処理装置

の作動状態を中央制御室から監視でき

検出器の

種類 

個数 

計測範囲 

計測装置の 

構成に関す 

る説明書並 

びに計測範 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 
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 補
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添

1 
R0
 

   

申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

る設計とし，重大事故等時において測

定可能なよう耐環境性を有した熱電対

を使用する。 

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷

防止対策及び格納容器破損防止対策等

を成功させるために必要な発電用原子

炉施設の状態を把握するためのパラメ

ータとし，計測する装置は「表1 計測

制御系統施設の主要設備リスト」の「計

測装置」に示す重大事故等対処設備の

他，原子炉圧力容器温度（ＳＡ）（個数

2，計測範囲0～500℃），スクラバ容器水

位（個数8，計測範囲 mm），スク

ラバ容器圧力（個数4，計測範囲0～

1MPa），スクラバ容器温度（個数4，計測

範囲0～300℃），第１ベントフィルタ出

口水素濃度（個数1(予備1)，計測範囲0

～20vol％/0～100vol％），残留熱除去

系熱交換器冷却水流量（個数2，計測範

囲0～1500m3/h），低圧原子炉代替注水ポ

ンプ出口圧力（個数2，計測範囲0～

4MPa），原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧

力（個数1，計測範囲0～10MPa），高圧炉

心スプレイポンプ出口圧力（個数1，計

測範囲0～12MPa），残留熱代替除去ポン

プ出口圧力（個数2，計測範囲0～3MPa），

静的触媒式水素処理装置入口温度（個

数2，計測範囲0～100℃），静的触媒式水

素処理装置出口温度（個数2，計測範囲

0～400℃）とする。 

計測制御

系統施設 

静的触媒

式水素処

同上 検出器の

種類 

計測装置の 

構成に関す 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

理装置出

口温度 

個数 

計測範囲 

る説明書並 

びに計測範 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 

計測制御

系統施設

（核燃料

物質の取

扱施設及

び貯蔵施

設と兼

用） 

可搬型計

測器 

また，代替電源設備が喪失し計測に

必要な計器電源が喪失した場合，炉心

損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策等を成功させるために必要な発電用

原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置のうち特に重

要なパラメータとして，温度，圧力，水

位及び流量に係るものについて，乾電

池を電源とした可搬型計測器（原子炉

圧力容器及び原子炉格納容器内の温

度，圧力，水位，流量（注水量）等の計

測用として測定時の故障を想定した予

備1個含む1セット30個（予備30個））（核

燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設

備で兼用（以下同じ。））により計測でき

る設計とし，これらを保管する設計と

する。 

なお，可搬型計測器による計測にお

いては，計測対象の選定を行う際の考

え方として，同一パラメータにチャン

ネルが複数ある場合は，いずれか1つの

適切なチャンネルを選定し計測又は監

視するものとする。 

同一の物理量について，複数のパラ

メータがある場合は，いずれか1つの適

切なパラメータを選定し計測又は監視

するものとする。 

個数 計測装置の 

構成に関す 

る説明書並 

びに計測範 

囲及び警報 

動作範囲に 

関する説明 

書 

使用済燃料 

貯蔵槽の温 

度，水位及 

び漏えいを 

監視する装 

置の構成に 

関する説明 

書並びに計 

測範囲及び 

警報動作範 

囲に関する 

説明書 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

計測制御

系統施設 

自動減圧

起動阻止

スイッチ 

運転時の異常な過渡変化時において

発電用原子炉の運転を緊急に停止する

ことができない事象が発生した場合

に，自動減圧起動阻止スイッチ 2 個及

び代替自動減圧起動阻止スイッチ 1 個

を作動させることで発電用原子炉の自

動による減圧を防止できる設計とす

る。 

原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系

が作動すると，高圧炉心スプレイ系，残

留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系から大量の冷水が注水され

 出力の急激な上昇につながるため，

自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自

動減圧起動阻止スイッチを中央制御室

の同じ盤に設け，自動減圧起動阻止ス

イッチにより自動減圧系による自動減

圧を阻止し，代替自動減圧起動阻止ス

イッチにより代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）による自動減圧

を阻止できる設計とする。 

個数 発電用原子 

炉の運転を 

管理するた 

めの制御装 

置に係る制 

御方法に関 

する説明書 

計測制御

系統施設 

代替自動

減圧起動

阻止スイ

ッチ 

同上 個数 発電用原子 

炉の運転を 

管理するた 

めの制御装 

置に係る制 

御方法に関 

する説明書 

放射線管 

理施設 

可搬式ダ

スト・よ

う素サン

プラ 

重大事故等が発生した場合に発電所

及びその周辺（発電所の周辺海域を含

む。）において，発電用原子炉施設か

ら放出される放射性物質の濃度（空気

中，水中，土壌中）及び放射線量を監

個数 管理区域の 

出入管理設 

備及び環境 

試料分析装 

置に関する 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

視するための移動式周辺モニタリング

設備として使用するＮａＩシンチレー

ションサーベイメータ，ＧＭ汚染サー

ベイメータ，α・β線サーベイメータ

及び電離箱サーベイメータを設け，測

定結果を記録し，保存できるように測

定値を表示できる設計とし，可搬式ダ

スト・よう素サンプラ（個数 2（予備

1））及び小型船舶（個数 1（予備 1））

（原子炉格納施設の設備及び核燃料物

質の取扱施設及び貯蔵施設の設備と兼

用）を保管する設計とする。 

放射能観測車のダスト・よう素サン

プラ，よう素モニタ又はダストモニタ

が機能喪失した場合にその機能を代替

する重大事故等対処設備として使用す

る可搬式ダスト・よう素サンプラ，Ｎ

ａＩシンチレーションサーベイメー

タ，ＧＭ汚染サーベイメータを設け，

重大事故等が発生した場合に，発電所

及びその周辺において，発電用原子炉

施設から放出される放射性物質の濃度

（空気中）を監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録し，保存できるよ

うに測定値を表示できる設計とし，放

射能観測車を代替し得る十分な個数を

保管する設計とする。 

説明書 

放射線管 

理施設（ 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

小型船舶 重大事故等が発生した場合に発電所

及びその周辺（発電所の周辺海域を含

む。）において，発電用原子炉施設か

ら放出される放射性物質の濃度（空気

中，水中，土壌中）及び放射線量を監

視するための移動式周辺モニタリング

個数 設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

，原子炉

格納施設

と兼用） 

設備として使用するＮａＩシンチレー

ションサーベイメータ，ＧＭ汚染サー

ベイメータ，α・β線サーベイメータ

及び電離箱サーベイメータを設け，測

定結果を記録し，保存できるように測

定値を表示できる設計とし，可搬式ダ

スト・よう素サンプラ（個数 2（予備

1））及び小型船舶（個数 1（予備 1））

（原子炉格納施設の設備及び核燃料物

質の取扱施設及び貯蔵施設の設備と兼

用）を保管する設計とする。 

シルトフェンスは，汚染水が発電所

から海洋に流出する 2 箇所（２号機放

水接合槽及び輪谷湾）に設置できる設

計とし，輪谷湾は小型船舶（屋外に保

管）個数 1（予備 1）（放射線管理施設の

設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵

施設の設備として兼用）により設置で

きる設計とする。 

放射線管 

理施設 

可搬式気

象観測装

置 

重大事故等が発生した場合に発電所

において，風向，風速その他の気象条

件を測定し，及びその結果を記録する

ための設備として，可搬式気象観測装

置（個数 1（予備 1））を設ける設計と

する。 

 

個数 環境測定装 

置の取付箇 

所を明示し 

た図面（そ 

の１） 

 

放射線管

理施設

（その他

発電用原

子炉の附

属施設の

うち緊急

差圧計 差圧計（個数 1，計測範囲 0～

500Pa）は，緊急時対策所の正圧化さ

れた室内と周辺エリアとの差圧範囲を

監視できる設計とする。 

個数 

計測範囲 

緊急時対策 

所の機能に 

関する説明 

書 

緊急時対策 

所の居住性 

に関する説 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

時対策所

と兼用） 

明書 

放射線管

理施設 

チェンジ

ングエリ

ア用照明 

重大事故等時に，身体サーベイ，作

業服の着替え等に必要な照度の確保

は，チェンジングエリア用照明（個数

2（予備 1））によりできる設計とす

る。 

個数 非常用照明

に関する説

明書 

 

 

原子炉格 

納 施 設

（原子炉

冷却系統 

施設と兼

用） 

原子炉格

納 容 器

（サプレ

ッション

チ ェ ン

バ） 

サプレッションチェンバ（容量2800 

m3，個数1）は，想定される重大事故等

時において，原子炉圧力容器への注水

及び原子炉格納容器へのスプレイに使

用する設計基準事故対処設備が機能喪

失した場合の代替手段である高圧原子

炉代替注水系及び残留熱代替除去系並

びに重大事故等対処設備（設計基準拡

張）である原子炉隔離時冷却系，高圧

炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ

系，残留熱除去系（低圧注水モー

ド），残留熱除去系（格納容器冷却モ

ード）及び残留熱除去系（サプレッシ

ョンプール水冷却モード）の水源とし

て使用できる設計とする。 

容量 

個数 

原子炉格納 

施設の設計 

条件に関す 

る説明書 

原子炉格 

納施設 

コリウム

シールド 

コリウムシールドは，溶融炉心が原

子炉格納容器下部へと落下した場合に

おいて，ドライウェル機器ドレンサン

プ及びドライウェル床ドレンサンプへ

の溶融炉心の流入を抑制し，溶融炉心

が原子炉格納容器バウンダリに接触す

ることを防止できる設計とする。コリ

ウムシールドは，寸法が厚さ 0.13m 以

上，材料がジルコニア（ZrO2），個数が

1個の設計とする。 

厚さ 

材料 

個数 

原子炉格納 

施設の設計 

条件に関す 

る説明書 

原子炉格 泡消火薬 泡消火薬剤容器は，航空機燃料火災 容量 設定根拠に 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

納施設 剤容器 への泡消火に対応するために必要な容

量の泡消火薬剤を保管できる設計とす

る。泡消火薬剤の保有量は，必要な容量

である 646ℓに対し余裕をみた 5000ℓ確

保し，故障時の予備用として 1000ℓ の

計 6000ℓ を保管する。なお，泡消火薬

剤容器の容量は 1000ℓ／個であり，確保

された泡消火薬剤 5000ℓ を 1000ℓ 毎に

分け 5 個，予備用の泡消火薬剤 1000ℓ

を 1個の計 6個を保管する。 

個数 関する説明 

書（別添） 

原子炉格 

納施設 

（原子炉 

冷却系統 

施設と兼 

用） 

格納容器

フィルタ

ベント系

（系統設

計流量） 

格納容器フィルタベント系は，第１

ベントフィルタスクラバ容器（スクラ

ビング水，金属フィルタ），第１ベント

フィルタ銀ゼオライト容器（銀ゼオラ

イトフィルタ），圧力開放板，遠隔手動

弁操作機構，配管・弁類，計測制御装置

等で構成し，原子炉格納容器内雰囲気

ガスを窒素ガス制御系等を経由して，

第１ベントフィルタスクラバ容器及び

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器

へ導き，放射性物質を低減させた後に

原子炉建物屋上に設ける放出口から排

出（系統設計流量 9.8kg/s（1Pd にお

いて））することで，排気中に含まれる

放射性物質の環境への放出量を低減し

つつ，原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下できる設計とする。 

原子炉格納容器内に滞留する水素ガ

ス及び酸素ガスを大気へ排出するため

の重大事故等対処設備として使用する

格納容器フィルタベント系は，第１ベ

ントフィルタスクラバ容器（スクラビ

ング水，金属フィルタ），第１ベントフ

系統設計

流量 

原子炉格納 

施設の設計 

条件に関す 

る説明書 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

ィルタ銀ゼオライト容器（銀ゼオライ

トフィルタ），圧力開放板，遠隔手動弁

操作機構，配管・弁類，計測制御装置等

で構成し，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において，原子炉格納容器内雰

囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由し

て，第１ベントフィルタスクラバ容器

及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト

容器へ導き，放射性物質を低減させた

後に原子炉建物屋上に設ける放出口か

ら排出（系統設計流量 9.8kg/s（1Pdに

おいて））することで，排気中に含まれ

る放射性物質の環境への排出を低減し

つつ，ジルコニウム－水反応及び水の

放射線分解等により発生する原子炉格

納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大

気に排出できる設計とする。 

残留熱除去系の故障等により最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送する機能が喪失

した場合に，炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するための

重大事故等対処設備として使用する格

納容器フィルタベント系は，第１ベン

トフィルタスクラバ容器（スクラビン

グ水，金属フィルタ），第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器（銀ゼオライト

フィルタ），圧力開放板，遠隔手動弁操

作機構，配管・弁類，計測制御装置等で

構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガス

を窒素ガス制御系等を経由して，第１

ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導

き，放射性物質を低減させた後に原子
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

炉建物屋上に設ける放出口から放出

（系統設計流量 9.8kg/s（1Pd におい

て））することで，排気中に含まれる放

射性物質の環境への放出量を抑制しつ

つ，原子炉格納容器内に蓄積した熱を

最終的な熱の逃がし場である大気へ輸

送できる設計とする。 

原子炉格 

納施設 

（原子炉 

冷却系統 

施設と兼 

用） 

遠隔手動

弁操作機

構 

格納容器フィルタベント系使用時の

排出経路に設置される隔離弁は，遠隔

手動弁操作機構（個数 5）（原子炉冷却

系統施設の設備，原子炉格納施設のう

ち圧力低減設備その他の安全設備の放

射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス

濃度制御設備並びに格納容器再循環設

備の設備で兼用）によって人力により

容易かつ確実に操作が可能な設計とす

る。 

格納容器フィルタベント系使用時の

排出経路に設置される隔離弁は，遠隔

手動弁操作機構（個数 5）（原子炉格納

施設のうち圧力低減設備その他の安全

設備の圧力逃がし装置の設備を放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度

制御設備並びに格納容器再循環設備の

設備として兼用）によって人力により

容易かつ確実に操作が可能な設計とす

る。 

格納容器フィルタベント系使用時の

排出経路に設置される隔離弁は，遠隔

手動弁操作機構（個数 5）（原子炉格納

施設の設備を原子炉冷却系統施設の設

備として兼用）によって人力により容

易かつ確実に操作が可能な設計とす

個数 原子炉格納 

施設の設計 

条件に関す 

る説明書 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

る。 

原子炉格 

納施設 

 

原子炉建

物燃料取

替階ブロ

ーアウト

パネル閉

止装置 

炉心の著しい損傷が発生し，非常用

ガス処理系を起動する際に，原子炉建

物燃料取替階ブローアウトパネル（原

子炉冷却系統施設の設備，浸水防護施

設の設備で兼用）を閉止する必要があ

る場合には，中央制御室から原子炉建

物燃料取替階ブローアウトパネル閉止

装置（個数 2）を操作し，容易かつ確実

に閉止できる設計とする。また，原子炉

建物燃料取替階ブローアウトパネル閉

止装置は現場においても，人力により

操作できる設計とする。 

個数 安全設備及 

び重大事故 

等対処設備 

が使用され 

る条件の下 

における健 

全性に関す 

る説明書 

原子炉格 

納施設 

（原子炉 

冷却系統 

施設，そ

の他発電

用原子炉

の附属施

設のうち

浸水防護

施設と兼 

用） 

原子炉建

物燃料取

替階ブロ

ーアウト

パネル 

インターフェイスシステLOCA発生時

の重大事故等対処設備として使用する

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル（設置枚数 2 枚，開放差圧 6.9kPa

以下）（原子炉格納施設の設備を原子炉

冷却系統施設の設備として兼用）は，高

圧の原子炉冷却材が原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）内へ漏えいして蒸気

となり，原子炉建物原子炉棟（二次格納

施設）内の圧力が上昇した場合におい

て，外気との差圧により自動的に開放

し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）内の圧力及び温度を低下させるこ

とができる設計とする。 

主蒸気管破断事故時等には，原子炉

建物内外の差圧による原子炉建物燃料

取替階ブローアウトパネル（設置枚数 2

枚，開放差圧 6.9kPa 以下）及び主蒸気

管トンネル室ブローアウトパネル（設

置枚数 71枚，開放差圧 7.36kPa以上，

設置枚数 

開放差圧 

安全設備及 

び重大事故 

等対処設備 

が使用され 

る条件の下 

における健 

全性に関す 

る説明書 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

12.26kPa 以下）の開放により，溢水防

護区画内において蒸気影響を軽減する

設計とする。 

原子炉格 

納施設 

（その他

発電用原

子炉の附

属施設

（浸水防

護施設）

と兼用） 

主蒸気管

トンネル

室ブロー

アウトパ

ネル 

主蒸気管破断事故時等には，原子炉

建物内外の差圧による原子炉建物燃料

取替階ブローアウトパネル（設置枚数2

枚，開放差圧6.9kPa以下）及び主蒸気管

トンネル室ブローアウトパネル（設置

枚数71枚，開放差圧 7.36kPa以上，

12.26kPa以下）の開放により，溢水防護

区画内において蒸気影響を軽減する設

計とする。 

設置枚数 

開放差圧 

安全設備及 

び重大事故 

等対処設備 

が使用され 

る条件の下 

における健 

全性に関す 

る説明書 

原子炉格

納施設 

（核燃料

物質の取

扱施設及

び貯蔵施

設と兼

用） 

シルトフ

ェンス 

シルトフェンスは，海洋への放射性

物質の拡散を抑制するため，設置場所

に応じた高さ及び幅を有する設計とす

る。必要数は，各設置場所に必要な幅に

対してシルトフェンスを二重に設置す

ることとし，２号機放水接合槽に計 2本

（高さ約 10m，幅約 10m）及び輪谷湾に

計 32本（高さ約 7～20m（一重目は計 16

本（高さ約 7m：3本，約 10m：1本，約

12m：2本，約 14m：1本，約 15m：2本，

約 16m：1 本，約 17m：1本，約 18m：1

本，約 19m：2本，約 20m：2本），二重

目は計 16本（高さ約 7m：3本，約 10m：

1 本，約 13m：2 本，約 15m：1 本，約

16m：1本，約 17m：2本，約 18m：1本，

約 19m：2本，約 20m：3本）。），幅約 20m）

を使用する設計とする。また，予備につ

いては，各設置場所に対して 2 本の計

4本（２号機放水接合槽は 2本（高さ約

10m，幅約 10m），輪谷湾は 2本（高さ約

20m，幅約 20m））を保管することとし，

高さ 

幅 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

予備を含めた保有数として設置場所 2

箇所分の合計 38本を保管する。 

原子炉格

納施設 

（核燃料

物質の取

扱施設及

び貯蔵施

設と兼

用） 

放射性物

質吸着材 

放射性物質吸着材は，雨水排水路等

に流入した汚染水が通過する際に放射

性物質を吸着できるよう，雨水排水路

集水桝3箇所に，約2280kg（雨水排水路

集水桝（No.３排水路）），約100kg（雨水

排水路集水桝（２号機放水槽南）），約

700kg（雨水排水路集水桝（２号機廃棄

物処理建物南））を使用時に設置できる

設計とする。 

放射性物質吸着材は，各設置場所に

必要となる保有量に加え，予備として

約 2280kgを保管する。 

重量 設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

メタルク

ラッド開

閉装置 

加えて，重要安全施設への電力供給

に係る電気盤及び当該電気盤に影響を

与えるおそれのある電気盤（安全施設

（重要安全施設を除く。）への電力供給

に係るものに限る。）について，遮断器

の遮断時間の適切な設定等により，高

エネルギーのアーク放電によるこれら

の電気盤の損壊の拡大を防止すること

ができる設計とする。 

― 非常用発電 

装置の出力 

の決定に関 

する説明書 

非常用所内電気設備は，3系統の非常

用母線等（メタルクラッド開閉装置

（6900V，1200Aのものを 2個），メタル

クラッド開閉装置 HPCS（6900V，1200A

のものを 1個），ロードセンタ（460V，

4000A のものを 2 個），コントロールセ

ンタ（460V，800Aのものを 2個，460V，

600Aのものを 7個，460V，400Aのもの

を 2 個），コントロールセンタ HPCS

（460V，800Aのものを 1個），動力変圧

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

器（3200kVA，6600/460Vのものを 2個），

動力変圧器 HPCS（500kVA，6600/460Vの

ものを 1個））により構成することによ

り，共通要因で機能を失うことなく，少

なくとも 1 系統は電力供給機能の維持

及び人の接近性の確保を図る設計とす

る。 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

メタルク

ラッド開

閉 装 置

HPCS 

加えて，重要安全施設への電力供給

に係る電気盤及び当該電気盤に影響を

与えるおそれのある電気盤（安全施設

（重要安全施設を除く。）への電力供給

に係るものに限る。）について，遮断器

の遮断時間の適切な設定等により，高

エネルギーのアーク放電によるこれら

の電気盤の損壊の拡大を防止すること

ができる設計とする。 

― 非常用発電 

装置の出力 

の決定に関 

する説明書 

非常用所内電気設備は，3系統の非常

用母線等（メタルクラッド開閉装置

（6900V，1200Aのものを 2個），メタル

クラッド開閉装置 HPCS（6900V，1200A

のものを 1個），ロードセンタ（460V，

4000A のものを 2 個），コントロールセ

ンタ（460V，800Aのものを 2個，460V，

600Aのものを 7個，460V，400Aのもの

を 2 個），コントロールセンタ HPCS

（460V，800Aのものを 1個），動力変圧

器（3200kVA，6600/460Vのものを 2個），

動力変圧器 HPCS（500kVA，6600/460Vの

ものを 1個））により構成することによ

り，共通要因で機能を失うことなく，少

なくとも 1 系統は電力供給機能の維持

及び人の接近性の確保を図る設計とす

る。 

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

ロードセ

ンタ 

加えて，重要安全施設への電力供給

に係る電気盤及び当該電気盤に影響を

与えるおそれのある電気盤（安全施設

（重要安全施設を除く。）への電力供給

に係るものに限る。）について，遮断器

の遮断時間の適切な設定等により，高

エネルギーのアーク放電によるこれら

の電気盤の損壊の拡大を防止すること

ができる設計とする。 

― 非常用発電 

装置の出力 

の決定に関 

する説明書 

非常用所内電気設備は，3系統の非常

用母線等（メタルクラッド開閉装置

（6900V，1200Aのものを 2個），メタル

クラッド開閉装置 HPCS（6900V，1200A

のものを 1個），ロードセンタ（460V，

4000A のものを 2 個），コントロールセ

ンタ（460V，800Aのものを 2個，460V，

600Aのものを 7個，460V，400Aのもの

を 2 個），コントロールセンタ HPCS

（460V，800Aのものを 1個），動力変圧

器（3200kVA，6600/460Vのものを 2個），

動力変圧器 HPCS（500kVA，6600/460Vの

ものを 1個））により構成することによ

り，共通要因で機能を失うことなく，少

なくとも 1 系統は電力供給機能の維持

及び人の接近性の確保を図る設計とす

る。 

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

コントロ

ールセン

タ 

加えて，重要安全施設への電力供給

に係る電気盤及び当該電気盤に影響を

与えるおそれのある電気盤（安全施設

（重要安全施設を除く。）への電力供給

に係るものに限る。）について，遮断器

の遮断時間の適切な設定等により，高

エネルギーのアーク放電によるこれら

― 非常用発電 

装置の出力 

の決定に関 

する説明書 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

の電気盤の損壊の拡大を防止すること

ができる設計とする。 

 

非常用所内電気設備は，3系統の非常

用母線等（メタルクラッド開閉装置

（6900V，1200Aのものを 2個），メタル

クラッド開閉装置 HPCS（6900V，1200A

のものを 1個），ロードセンタ（460V，

4000A のものを 2 個），コントロールセ

ンタ（460V，800Aのものを 2個，460V，

600Aのものを 7個，460V，400Aのもの

を 2 個），コントロールセンタ HPCS

（460V，800Aのものを 1個），動力変圧

器（3200kVA，6600/460Vのものを 2個），

動力変圧器 HPCS（500kVA，6600/460Vの

ものを 1個））により構成することによ

り，共通要因で機能を失うことなく，少

なくとも 1 系統は電力供給機能の維持

及び人の接近性の確保を図る設計とす

る。 

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

コントロ

ールセン

タ HPCS 

加えて，重要安全施設への電力供給

に係る電気盤及び当該電気盤に影響を

与えるおそれのある電気盤（安全施設

（重要安全施設を除く。）への電力供給

に係るものに限る。）について，遮断器

の遮断時間の適切な設定等により，高

エネルギーのアーク放電によるこれら

の電気盤の損壊の拡大を防止すること

ができる設計とする。 

― 非常用発電 

装置の出力 

の決定に関 

する説明書 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

非常用所内電気設備は，3系統の非常

用母線等（メタルクラッド開閉装置

（6900V，1200Aのものを 2個），メタル

クラッド開閉装置 HPCS（6900V，1200A

のものを 1個），ロードセンタ（460V，

4000A のものを 2 個），コントロールセ

ンタ（460V，800Aのものを 2個，460V，

600Aのものを 7個，460V，400Aのもの

を 2 個），コントロールセンタ HPCS

（460V，800Aのものを 1個），動力変圧

器（3200kVA，6600/460Vのものを 2個），

動力変圧器 HPCS（500kVA，6600/460Vの

ものを 1個））により構成することによ

り，共通要因で機能を失うことなく，少

なくとも 1 系統は電力供給機能の維持

及び人の接近性の確保を図る設計とす

る。 

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

動力変圧

器 

非常用所内電気設備は，3系統の非常

用母線等（メタルクラッド開閉装置

（6900V，1200Aのものを 2個），メタル

クラッド開閉装置 HPCS（6900V，1200A

のものを 1個），ロードセンタ（460V，

4000A のものを 2 個），コントロールセ

ンタ（460V，800Aのものを 2個，460V，

600Aのものを 7個，460V，400Aのもの

を 2 個），コントロールセンタ HPCS

（460V，800Aのものを 1個），動力変圧

器（3200kVA，6600/460Vのものを 2個），

動力変圧器 HPCS（500kVA，6600/460Vの

ものを 1個））により構成することによ

り，共通要因で機能を失うことなく，少

なくとも 1 系統は電力供給機能の維持

及び人の接近性の確保を図る設計とす

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

る。 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

動力変圧

器 HPCS 

非常用所内電気設備は，3系統の非常

用母線等（メタルクラッド開閉装置

（6900V，1200Aのものを2個），メタルク

ラッド開閉装置HPCS（6900V，1200Aのも

のを1個），ロードセンタ（460V，4000A

のものを2個），コントロールセンタ

（460V，800Aのものを2個，460V，600A

のものを7個，460V，400Aのものを2個），

コントロールセンタHPCS（460V，800Aの

ものを1個），動力変圧器（3200kVA，

6600/460Vのものを2個），動力変圧器

HPCS（500kVA，6600/460Vのものを1個））

により構成することにより，共通要因

で機能を失うことなく，少なくとも1系

統は電力供給機能の維持及び人の接近

性の確保を図る設計とする。 

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

緊急用メ

タクラ 

これとは別に設計基準事故対処設備

の非常用所内電気設備が機能喪失した

場合の重大事故等対処設備として，代

替所内電気設備を使用できる設計とす

る。 

代替所内電気設備は，緊急用メタク

ラ（6900V，1200Aのものを 1個），メタ

クラ切替盤（6900V，1200A のものを 2

個），高圧発電機車接続プラグ収納箱

（6600V，1200Aのものを 2個），緊急用

メタクラ接続プラグ盤（6600V，1200Aの

ものを 1個），SAロードセンタ（460V，

1200Aのものを 1個）， SA1コントロー

ルセンタ（460V，400Aのものを 1個），

SA2コントロールセンタ（460V，400Aの

ものを 1個），充電器電源切替盤（460V，

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

225A のものを 1 個），SA 電源切替盤

（460V，50A のものを 2 個），重大事故

操作盤，メタルクラッド開閉装置 2C及

びメタルクラッド開閉装置 2D，電路，

計測制御装置等で構成し，常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設備

又は可搬型直流電源設備の電路として

使用し電力を供給できる設計とする。 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

メタクラ

切替盤 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

高圧発電

機車接続

プラグ収

納箱 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

緊急用メ

タクラ接

続プラグ

盤 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

 

SA ロード

センタ 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

SA1 コン

トロール

センタ 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

SA2 コン

トロール

センタ 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

充電器電

源切替盤 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

SA 電源切

替盤 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

緊急時対

策所 発

電機接続

プラグ盤 

緊急時対策所用発電機の発電機は，

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤

（210V，1200Aのものを 1個），緊急時

対策所 低圧受電盤（460/210V，800Aの

ものを 1 個），緊急時対策所 低圧母

線盤（210/105V，800Aのものを 1個），

緊急時対策所 低圧分電盤 1（105V，

225Aのものを 1個），緊急時対策所 低

圧分電盤 2（105V，225Aのものを 1個），

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

緊急時対策所 無停電交流電源装置

（35kVA，210/210-105Vのものを 1個），

緊急時対策所 無停電分電盤 1（105V，

225Aのものを 1個），緊急時対策所 直

流 115V充電器（120V，200Aのものを 1

個），可搬ケーブル（210V,302Aのもの

を 1相分 2本の 3相分 6本を 4セット）

を経由して緊急時対策所空気浄化送風

機，衛星電話設備（固定型）（「１，２，

３号機共用」（以下同じ。）），無線通

信設備（固定型）（「１号機設備，１，

２，３号機共用」（以下同じ。）），統

合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備（テレビ会議システム，Ｉ

Ｐ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）（「１，

２，３号機共用」（以下同じ。））及び

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）等へ給電できる設計とする。 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

緊急時対

策所 低

圧受電盤 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

緊急時対

策所 低

圧母線盤 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

緊急時対

策所 低

圧分電盤

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

施設（非

常用電源

設備） 

1 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

緊急時対

策所 低

圧分電盤

2 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

緊急時対

策所 無

停電交流

電源装置 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

緊急時対

策所 無

停電分電

盤 1 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

緊急時対

策所 直

流 115V充

電器 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

可搬ケー

ブル 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

230V系充

電器

（RCIC） 

所内常設蓄電式直流電源設備は，B-

115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），

230V系蓄電池（RCIC），SA用 115V系蓄

電池，B-115V 系充電器，B1-115V 系充

電器（SA），230V 系充電器（RCIC），SA

用 115V 系充電器，B-115V 系直流盤，

B1-115V系直流盤（SA），230V系直流盤

（RCIC），SA 対策設備用分電盤（2）

（115V,225Aのものを 1個），HPAC直流

コントロールセンタ（115V,600Aのもの

を 1個），電路，計測制御装置等で構成

し，B-115V 系蓄電池，B1-115V 系蓄電

池（SA），230V系蓄電池（RCIC）及び SA

用 115V系蓄電池は，直流母線へ電力を

供給できる設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の B-

115V 系蓄電池は，全交流動力電源喪失

から８時間後に，一部負荷の電源を B1-

115V 系蓄電池（SA）に切り替えると共

に，不要な負荷の切離しを行うことで，

全交流動力電源喪失から24時間にわた

り，電力を供給できる設計とする。な

お，230V 系蓄電池（RCIC）及び SA 用

115V 系蓄電池は負荷を切り離すことな

く全交流動力電源喪失から 24時間にわ

たり電力を供給できる設計とする。ま

た，交流電源復旧後に，交流電源を B-

115V系充電器，B1-115V系充電器（SA），

230V 系充電器（RCIC）及び SA 用 115V

系充電器を経由し直流母線へ接続する

ことで電力を供給できる設計とする。 

非常用直流電源設備の 230V系蓄電池

(RCIC)，230V 系充電器(RCIC)（240V，

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

200Aのものが 1個），A-115V系蓄電池，

A-115V系充電器（130V,210Aのものが 1

個），高圧炉心スプレイ系蓄電池，高圧

炉心スプレイ系充電器（130V,80A のも

のが 1個），B-115V系蓄電池，B-115V系

充電器（120V,400Aのものが 1個），B1-

115V系蓄電池（SA），B1-115V系充電器

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池，原

子炉中性子計装用充電器（±28.8V,20A

のものが 2個），230V系直流盤（RCIC）

（230V,800Aのものが 1個），115V直流

盤（115V,500A のものが 4 個），中性子

計装分電盤（±24V,100A のものが 2個）

は，想定される重大事故等時において，

重大事故等対処設備及び重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用でき

る設計とする。 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

A-115V 系

充電器 

非常用直流電源設備の 230V系蓄電池

(RCIC)，230V 系充電器(RCIC)（240V，

200Aのものが 1個），A-115V系蓄電池，

A-115V系充電器（130V,210Aのものが 1

個），高圧炉心スプレイ系蓄電池，高圧

炉心スプレイ系充電器（130V,80A のも

のが 1個），B-115V系蓄電池，B-115V系

充電器（120V,400Aのものが 1個），B1-

115V系蓄電池（SA），B1-115V系充電器

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池，原

子炉中性子計装用充電器（±28.8V,20A

のものが 2個），230V系直流盤（RCIC）

（230V,800Aのものが 1個），115V直流

盤（115V,500A のものが 4 個），中性子

計装分電盤（±24V,100A のものが 2個）

は，想定される重大事故等時において，

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

重大事故等対処設備及び重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用でき

る設計とする。 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

B-115V 系

充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備は，B-

115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），

230V系蓄電池（RCIC），SA用 115V系蓄

電池，B-115V 系充電器，B1-115V 系充

電器（SA），230V 系充電器（RCIC），SA

用 115V 系充電器，B-115V 系直流盤，

B1-115V系直流盤（SA），230V系直流盤

（RCIC），SA 対策設備用分電盤（2）

（115V,225Aのものを 1個），HPAC直流

コントロールセンタ（115V,600Aのもの

を 1個），電路，計測制御装置等で構成

し，B-115V 系蓄電池，B1-115V 系蓄電

池（SA），230V系蓄電池（RCIC）及び SA

用 115V系蓄電池は，直流母線へ電力を

供給できる設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の B-

115V 系蓄電池は，全交流動力電源喪失

から８時間後に，一部負荷の電源を B1-

115V 系蓄電池（SA）に切り替えると共

に，不要な負荷の切離しを行うことで，

全交流動力電源喪失から24時間にわた

り，電力を供給できる設計とする。な

お，230V 系蓄電池（RCIC）及び SA 用

115V 系蓄電池は負荷を切り離すことな

く全交流動力電源喪失から 24時間にわ

たり電力を供給できる設計とする。ま

た，交流電源復旧後に，交流電源を B-

115V系充電器，B1-115V系充電器（SA），

230V 系充電器（RCIC）及び SA 用 115V

系充電器を経由し直流母線へ接続する

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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別
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

ことで電力を供給できる設計とする。 

非常用直流電源設備の 230V系蓄電池

(RCIC)，230V 系充電器(RCIC)（240V，

200Aのものが 1個），A-115V系蓄電池，

A-115V系充電器（130V,210Aのものが 1

個），高圧炉心スプレイ系蓄電池，高圧

炉心スプレイ系充電器（130V,80A のも

のが 1個），B-115V系蓄電池，B-115V系

充電器（120V,400Aのものが 1個），B1-

115V系蓄電池（SA），B1-115V系充電器

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池，原

子炉中性子計装用充電器（±28.8V,20A

のものが 2個），230V系直流盤（RCIC）

（230V,800Aのものが 1個），115V直流

盤（115V,500A のものが 4 個），中性子

計装分電盤（±24V,100A のものが 2個）

は，想定される重大事故等時において，

重大事故等対処設備及び重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用でき

る設計とする。 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

高圧炉心

スプレイ

系充電器 

非常用直流電源設備の 230V系蓄電池

(RCIC)，230V 系充電器(RCIC)（240V，

200Aのものが 1個），A-115V系蓄電池，

A-115V系充電器（130V,210Aのものが 1

個），高圧炉心スプレイ系蓄電池，高圧

炉心スプレイ系充電器（130V,80A のも

のが 1個），B-115V系蓄電池，B-115V系

充電器（120V,400Aのものが 1個），B1-

115V系蓄電池（SA），B1-115V系充電器

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池，原

子炉中性子計装用充電器（±28.8V,20A

のものが 2個），230V系直流盤（RCIC）

（230V,800Aのものが 1個），115V直流

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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 Ⅵ
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別
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

盤（115V,500A のものが 4 個），中性子

計装分電盤（±24V,100A のものが 2個）

は，想定される重大事故等時において，

重大事故等対処設備及び重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用でき

る設計とする。 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

原子炉中

性子計装

用充電器 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

230V系直

流盤

（RCIC） 

所内常設蓄電式直流電源設備は，B-

115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），

230V系蓄電池（RCIC），SA用 115V系蓄

電池，B-115V 系充電器，B1-115V 系充

電器（SA），230V 系充電器（RCIC），SA

用 115V 系充電器，B-115V 系直流盤，

B1-115V系直流盤（SA），230V系直流盤

（RCIC），SA 対策設備用分電盤（2）

（115V,225Aのものを 1個），HPAC直流

コントロールセンタ（115V,600Aのもの

を 1個），電路，計測制御装置等で構成

し，B-115V 系蓄電池，B1-115V 系蓄電

池（SA），230V系蓄電池（RCIC）及び SA

用 115V系蓄電池は，直流母線へ電力を

供給できる設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の B-

115V 系蓄電池は，全交流動力電源喪失

から８時間後に，一部負荷の電源を B1-

115V 系蓄電池（SA）に切り替えると共

に，不要な負荷の切離しを行うことで，

全交流動力電源喪失から24時間にわた

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

り，電力を供給できる設計とする。な

お，230V 系蓄電池（RCIC）及び SA 用

115V 系蓄電池は負荷を切り離すことな

く全交流動力電源喪失から 24時間にわ

たり電力を供給できる設計とする。ま

た，交流電源復旧後に，交流電源を B-

115V系充電器，B1-115V系充電器（SA），

230V 系充電器（RCIC）及び SA 用 115V

系充電器を経由し直流母線へ接続する

ことで電力を供給できる設計とする。 

非常用直流電源設備の 230V系蓄電池

(RCIC)，230V 系充電器(RCIC)（240V，

200Aのものが 1個），A-115V系蓄電池，

A-115V系充電器（130V,210Aのものが 1

個），高圧炉心スプレイ系蓄電池，高圧

炉心スプレイ系充電器（130V,80A のも

のが 1個），B-115V系蓄電池，B-115V系

充電器（120V,400Aのものが 1個），B1-

115V系蓄電池（SA），B1-115V系充電器

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池，原

子炉中性子計装用充電器（±28.8V,20A

のものが 2個），230V系直流盤（RCIC）

（230V,800Aのものが 1個），115V直流

盤（115V,500A のものが 4 個），中性子

計装分電盤（±24V,100A のものが 2個）

は，想定される重大事故等時において，

重大事故等対処設備及び重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用でき

る設計とする。 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

230V系直

流盤（常

用） 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機

車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系

充電器，230V系充電器（常用），B-115V

系直流盤（SA），SA対策設備用分電盤

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

常用電源

設備） 

（2），HPAC直流コントロールセンタ，

230V系直流盤（常用）（230V,800Aものが

1個），ガスタービン発電機用軽油タン

ク，A-ディーゼル燃料貯蔵タンク，B-デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク，ディーゼル

燃料貯蔵タンク，タンクローリ，電路，

計測制御装置等で構成し，高圧発電機

車を代替所内電気設備，B1-115V系充電

器（SA），SA用115V系充電器及び230V系

充電器（常用）を経由し直流母線へ接続

することで電力を供給できる設計とす

る。 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

115V直流

盤 

所内常設蓄電式直流電源設備は，B-

115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），

230V系蓄電池（RCIC），SA用 115V系蓄

電池，B-115V 系充電器，B1-115V 系充

電器（SA），230V 系充電器（RCIC），SA

用 115V 系充電器，B-115V 系直流盤，

B1-115V系直流盤（SA），230V系直流盤

（RCIC），SA 対策設備用分電盤（2）

（115V,225Aのものを 1個），HPAC直流

コントロールセンタ（115V,600Aのもの

を 1個），電路，計測制御装置等で構成

し，B-115V 系蓄電池，B1-115V 系蓄電

池（SA），230V系蓄電池（RCIC）及び SA

用 115V系蓄電池は，直流母線へ電力を

供給できる設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の B-

115V 系蓄電池は，全交流動力電源喪失

から８時間後に，一部負荷の電源を B1-

115V 系蓄電池（SA）に切り替えると共

に，不要な負荷の切離しを行うことで，

全交流動力電源喪失から24時間にわた

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

り，電力を供給できる設計とする。な

お，230V 系蓄電池（RCIC）及び SA 用

115V 系蓄電池は負荷を切り離すことな

く全交流動力電源喪失から 24時間にわ

たり電力を供給できる設計とする。ま

た，交流電源復旧後に，交流電源を B-

115V系充電器，B1-115V系充電器（SA），

230V 系充電器（RCIC）及び SA 用 115V

系充電器を経由し直流母線へ接続する

ことで電力を供給できる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機

車，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V

系充電器，230V系充電器（常用），B-115V

系直流盤（SA），SA 対策設備用分電盤

（2），HPAC 直流コントロールセンタ，

230V系直流盤（常用）（230V,800Aもの

が 1個），ガスタービン発電機用軽油タ

ンク，A-ディーゼル燃料貯蔵タンク，B-

ディーゼル燃料貯蔵タンク，ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク，タンクローリ，電

路，計測制御装置等で構成し，高圧発電

機車を代替所内電気設備，B1-115V系充

電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V

系充電器（常用）を経由し直流母線へ接

続することで電力を供給できる設計と

する。 

非常用直流電源設備の 230V系蓄電池

(RCIC)，230V 系充電器(RCIC)（240V，

200Aのものが 1個），A-115V系蓄電池，

A-115V系充電器（130V,210Aのものが 1

個），高圧炉心スプレイ系蓄電池，高圧

炉心スプレイ系充電器（130V,80A のも

のが 1個），B-115V系蓄電池，B-115V系
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

充電器（120V,400Aのものが 1個），B1-

115V系蓄電池（SA），B1-115V系充電器

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池，原

子炉中性子計装用充電器（±28.8V,20A

のものが 2個），230V系直流盤（RCIC）

（230V,800Aのものが 1個），115V直流

盤（115V,500A のものが 4 個），中性子

計装分電盤（±24V,100A のものが 2個）

は，想定される重大事故等時において，

重大事故等対処設備及び重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用でき

る設計とする。 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

中性子計

装分電盤 

非常用直流電源設備の 230V系蓄電池

(RCIC)，230V 系充電器(RCIC)（240V，

200Aのものが 1個），A-115V系蓄電池，

A-115V系充電器（130V,210Aのものが 1

個），高圧炉心スプレイ系蓄電池，高圧

炉心スプレイ系充電器（130V,80A のも

のが 1個），B-115V系蓄電池，B-115V系

充電器（120V,400Aのものが 1個），B1-

115V系蓄電池（SA），B1-115V系充電器

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池，原

子炉中性子計装用充電器（±28.8V,20A

のものが 2個），230V系直流盤（RCIC）

（230V,800Aのものが 1個），115V直流

盤（115V,500A のものが 4 個），中性子

計装分電盤（±24V,100A のものが 2個）

は，想定される重大事故等時において，

重大事故等対処設備及び重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用でき

る設計とする。 

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

HPAC 直流

コントロ

所内常設蓄電式直流電源設備は，B-

115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

ールセン

タ 

230V系蓄電池（RCIC），SA用115V系蓄電

池，B-115V系充電器，B1-115V系充電器

（SA），230V系充電器（RCIC），SA用115V

系充電器，B-115V系直流盤，B1-115V系

直流盤（SA），230V系直流盤（RCIC），SA

対策設備用分電盤（2）（115V,225Aのも

のを1個），HPAC直流コントロールセン

タ（115V,600Aのものを1個），電路，計

測制御装置等で構成し，B-115V系蓄電

池，B1-115V系蓄電池（SA），230V系蓄電

池（RCIC）及びSA用115V系蓄電池は，直

流母線へ電力を供給できる設計とす

る。 

所内常設蓄電式直流電源設備の B-

115V系蓄電池は，全交流動力電源喪失

から８時間後に，一部負荷の電源を

B1-115V 系蓄電池（SA）に切り替える

と共に，不要な負荷の切離しを行うこ

とで，全交流動力電源喪失から 24時

間にわたり，電力を供給できる設計と

する。なお，230V系蓄電池（RCIC）及

び SA用 115V系蓄電池は負荷を切り離

すことなく全交流動力電源喪失から 24

時間にわたり電力を供給できる設計と

する。 

また，交流電源復旧後に，交流電源

を B-115V系充電器，B1-115V系充電器

（SA），230V系充電器（RCIC）及び SA

用 115V系充電器を経由し直流母線へ

接続することで電力を供給できる設計

とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機

車，B1-115V系充電器（SA），SA用

書（別添） 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

115V系充電器，230V系充電器（常

用），B-115V系直流盤（SA），SA対策

設備用分電盤（2），HPAC直流コントロ

ールセンタ，230V系直流盤（常用）

（230V,800Aものが 1個），ガスタービ

ン発電機用軽油タンク，A-ディーゼル

燃料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯

蔵タンク，ディーゼル燃料貯蔵タン

ク，タンクローリ，電路，計測制御装

置等で構成し，高圧発電機車を代替所

内電気設備，B1-115V系充電器（SA），

SA用 115V系充電器及び 230V系充電器

（常用）を経由し直流母線へ接続する

ことで電力を供給できる設計とする。 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

SA対策設

備用分電

盤（2） 

同上 容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

常用電源

設備） 

SRV用電

源切替盤 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための設備のうち，逃がし安全弁

の機能回復のための重大事故等対処設

備として，可搬型直流電源設備は，逃が

し安全弁の作動に必要な常設直流電源

系統が喪失した場合においても，SRV用

電源切替盤（115V,50A のものを 1 個）

を切り替えることにより，逃がし安全

弁（8個）の作動に必要な電源を供給で

きる設計とする。 

容量 

個数 

設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

モニタリ

ングポス

ト用無停

モニタリングポスト用発電機（１号

機設備，１，２，３号機共用）及びモニ

タリングポスト用無停電電源装置（１

― 常用電源設

備の健全性

に関する説



 

43 

 

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
別
添

1 
R0
 

   

申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

施設（常

用電源設

備） 

電電源装

置（１号

機設備，

１，２，

３号機共

用） 

号機設備，１，２，３号機共用）は，機

器の過電流を検知し，機関及び装置を

停止し故障箇所を隔離することによっ

て，故障による影響を局所化できると

ともに，他の安全機能へ影響のない設

計とする。 

明書 

その他発 

電用原子 

炉の附属 

施設 

（浸水防 

護施設） 

取水槽水

位計 

津波監視設備のうち取水槽水位計

は，非常用電源設備から給電し，EL-9.3 

m～10.7m を測定範囲として，原子炉補

機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補

機海水ポンプが設置された取水槽の上

昇側及び下降側の水位を中央制御室か

ら監視可能な設計とする。 

計測範囲 発電用原子 

炉施設の自 

然現象等に 

よる損傷の 

防止に関す 

る説明書 

 

 

その他発 

電用原子 

炉の附属 

施設 

（浸水防 

護施設） 

大型タン

ク隔離シ

ステム 

復水輸送系配管，制御棒駆動系配管，

消火系配管及び補給水系配管の破損に

よる溢水量低減については，地震時に

各配管の破損箇所からの溢水を自動隔

離するため，大型タンク隔離システム

（大型タンク遮断弁及び制御盤）によ

り，地震大信号(原子炉スクラム)発信

後約 1 分で大型タンク遮断弁を自動閉

止する設計とする。 

自動隔離

時間 

発電用原子 

炉施設の溢 

水防護に関 

する説明書 

その他発 

電用原子 

炉の附属 

施設 

（浸水防 

護施設） 

燃料プー

ル冷却系

弁閉止シ

ステム 

燃料プール冷却系配管の破損による

溢水量低減については，地震時に燃料

プール冷却系配管の破損箇所からの溢

水を自動隔離するため，燃料プール冷

却系弁閉止システム（燃料プール冷却

系弁及び制御盤）により，地震大信号

(原子炉スクラム)発信後約 1 分で燃料

プール冷却系弁を自動閉止する設計と

する。 

 

自動隔離

時間 

発電用原子 

炉施設の溢 

水防護に関 

する説明書 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

その他発 

電用原子 

炉の附属 

施設 

（浸水防 

護施設） 

循環水系

隔離シス

テム 

循環水系配管の破損による溢水量低

減については，地震時に循環水系配管

の破損箇所からの溢水を早期に検知

し，自動隔離を行うために，循環水系隔

離システム（漏えい検知器，循環水系弁

及び制御盤）により，漏えい検知信号及

び地震大信号(原子炉スクラム)発信後

約 1 分で循環水系弁を自動閉止する設

計とする。 

自動隔離

時間 

発電用原子 

炉施設の溢 

水防護に関 

する説明書 

その他発 

電用原子 

炉の附属 

施設 

（浸水防 

護施設） 

被水防護

カバー 

防護すべき設備のうち，浸水に対す

る保護構造を有している設備は，評価

された被水条件を考慮しても要求され

る機能を損なうおそれがない設計とす

る。浸水に対する保護構造を有してい

ない設備は，機能を損なうおそれがな

い配置，保護カバーによる要求される

機能を損なうおそれがない設計又は被

水の影響がないよう，水消火を行わな

い消火手段（全域ガス消火設備等）を採

用する等により，被水の影響がない設

計とする。 

― 発電用原子 

炉施設の溢 

水防護に関 

する説明書 
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

その他発 

電用原子 

炉の附属 

施設 

（緊急時 

対策所） 

酸素濃度

計 

緊急時対策所には，酸素濃度及び二酸

化炭素濃度が活動に支障がない範囲に

あることを把握できるよう酸素濃度計

（個数 1（予備 1））及び二酸化炭素濃

度計（個数 1（予備 1））を保管する設計

とする。 

個数 緊急時対策 

所の機能に 

関する説明 

書 

緊急時対策 

所の居住性 

に関する説 

明書 

その他発 

電用原子 

炉の附属 

施設 

（緊急時 

対策所） 

二酸化炭

素濃度計 

同上 個数 緊急時対策 

所の機能に 

関する説明 

書 

緊急時対策 

所の居住性 

に関する説 

明書 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（浸

水防護施

設） 

タービン

補機海水

系隔離シ

ステム 

浸水防護重点化範囲への津波の流入を

防止するため，タービン補機海水系隔

離システム（漏えい検知器，タービン補

機海水ポンプ出口弁及び制御盤で構成

し，タービン補機海水系配管の破損箇

所からの溢水を検知し，漏えい検知信

号及び地震大信号（原子炉スクラム信

号）発信後約 60秒で自動閉止するイン

ターロック）により，津波襲来前に閉止

する設計とする。 

自動隔離

時間 

発電用原子

炉施設の自

然現象等に

よる損傷の

防止に関す

る説明書 

 




